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　■ 年金相談 
　厚生年金・国民年金等の相談

▼日時　11月5日（木）・12月3日（木）
　①10：40～12：00　②13：00～14：40

▼場所　役場２階会議室
※２日前までに町民課
　戸籍医療年金係に要予約

　■ 知的障がい者相談 
　知的障がいのある方の悩み相談

▼日時　11月10日（火）13：30～15：30

▼場所　役場１階相談室
◎知的障害者相談員
　武澤　信行（☎2－2155）

　■ 行政相談 
　身近な話題で、行政にご要望はあ
りませんか？

▼日時　11月12日（木）13：00～15：00

▼場所　役場２階小会議室
◎行政相談委員
　小野　幸子（☎2－2165）

　■ 特設人権相談 
　人権問題・家庭問題などの悩みは
ありませんか？

▼日時　12月1日（火）13：00～15：00
▼場所　役場２階会議室

◎人権擁護委員
　井上　正範（☎2－5325）
　石垣　聖子（☎2－2351）
　小野　雄二（☎2－2165）
※電話等で相談に応じています。

　■ 登記・法律無料相談 
　毎月１回、函館司法書士会から司
法書士が派遣されて、不動産や会社
の登記、金銭、財産、遺言、後見人及び
訴訟等の無料相談を開設しています。

▼日時　11月19日（木）13：00～15：00

▼場所　役場会議室
◎相談員　
　井上正範司法書士（長万部町）
【お問い合わせ先】
　税務課（☎2－2452）

　■ 函館弁護士会無料法律相談 
　函館弁護士会では、毎月第２・４
金曜日に八雲町で法律相談を行って
いますので、ぜひご利用ください。
　予約制・先着順なので事前に函館
弁護士会までご連絡ください。

▼日時　11月13日（金）・27日（金）
　　　　13：00～17：00（各相談時間30分）

▼場所　はぴあ八雲
【お問い合わせ先】
　函館弁護士会
　（☎0138－41－0232）

　■ すずらん無料法律相談 
　北海道弁護士会が下記のとおり開
催しますので、お気軽においでくだ
さい。

▼日時　11月20日（金）13：00～16：00

▼場所　長万部振興会館

▼相談内容
　損害賠償、金銭、相続、消費者（悪
徳商法）、労働、財産保全倒産、多重
債務など

▼申込方法
　お電話でご予約ください。当日直
接会場へ来ていただいても結構です。
【お問い合わせ先】
　保健福祉課福祉係（☎2－2454）

　■ 介護認定調査員募集 
　町では、介護保険の認定調査に従
事する方を募集します。
　応募される方は、関係書類を応募
期限までに提出してください。

▼業務内容
　要介護認定等の申請に基づき、高
齢者の自宅や入院先などで要介護認
定調査を実施、調査内容を「認定調
査票」に記載して町に提出します。

▼資 格 等
　次に掲げる項目の全てを満たす方
　①保健・福祉・医療に関する資格

を有する方
　②介護サービスを提供する事業所

に所属していない方
　③認定調査員研修を修了又は今後

実施する同研修を受講できる方

▼募集人数　若干名

▼報　　酬　1件あたり4,000円

▼提出書類　履歴書又は身上書
　（市販用紙可。要写真添付）
・保健・福祉・医療に関する資格を
有することが証明できる書類の写し

▼応募期限　平成27年11月19日（木）
　　　　　　※郵送の場合は必着

▼選考方法　書類選考により決定
【連絡・お問い合わせ先】
　保健福祉課介護障がい者支援係

（☎2－2454）

　■ 日本赤十字社長万部町分区 
 赤十字社資（社費・寄付）募集運動 
　ご協力いただいた皆様、ありがと
うございました。
　募金額　9 0 2, 5 0 0 円　
※町内協力者　1,554人

　■ 寄付 
　次の方々より、寄付がありました。
紙上をかりて厚くお礼申し上げます。

（敬称略）
◆長万部町社会福祉協議会へ
・匿　　　名 2,000円
〈社会福祉資金に〉
・加藤　昌雄（栄原） 30,000円
〈香典返しに替えて〉
・長万部商工会青年部 15,775円
〈川野夏美チャリティーコンサートより〉
・匿　　　名 4,000円
〈社会福祉資金に〉
・レッツダンスサークル 10,000円
〈チャリティーダンスパーティーより〉
◆長万部長愛会・慈恵園へ
・匿　　　名 100,000円
〈一般寄付金として〉
・匿　　　名 1,000,000円
〈香典返しに替えて〉
・吉野美奈子（札幌市） 50,000円
〈香典返しに替えて〉
・笠川　重巳（大町） 30,000円
〈香典返しに替えて〉
・匿　　　名 10,000円
〈一般寄付金として〉 
◆デイサービスセンターへ
・葛西　孝子（南栄） 30,000円
〈香典返しに替えて〉

　■ 「エルタックス」をご利用ください 
　「エルタックス」とは税金の申告や
届出をインターネットを利用して電
子的に行うシステムです。
　窓口に出かけずに申告や届出がで
きるようになります。
　北海道では法人道民税・事業税、
地方法人特別税の申告や「法人設立・
設置届出書」などの受付について利
用できます。
　また、市町村においては、法人市
町村民税などの申請・届出にも利用
できます。
　「エルタックス」のお申し込み手続
きや詳しい情報については、次の
ホームページをご覧ください。
http://www.eltax.jp/
(一般社団法人地方税電子化協議会)
【お問い合わせ先】
　北海道渡島総合振興局地域政策部
　課税課事業税間税係
（☎0138－47－9441）
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